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　本件は、原告ら（X1、X2）が被相続人の
死亡以前に亡くなっていた母（A）を代襲し
て被相続人の相続人になるとして、遺産であ
る土地及び建物について、相続を原因とする
所有権移転登記及び持分移転登記の各申請を
したところ、申請を却下する旨の決定が行わ
れたため、原告らが本件処分は違法であると
して、その取消しを求めたものである。
　原告らの母であるAは、原告らの出生後に、
被相続人の母であるB（Aの叔母）と養子縁
組をしたことにより、被相続人の妹となった

（図表1参照）。相続人らの祖母とBとは姉妹
であったため、養子縁組の前から相続人らは
被相続人の5親等の傍系親族であった。な
お、相続人らとB及び被相続人との間に養子
縁組による新たな親族関係は生じていない。
　この裁判の争点は、被相続人の傍系卑属で
あれば代襲相続人となれるか否かである。原
告らは、被相続人の妹の子であるが、民法
889条2項は、同法887条2項を準用すると
ころ、これによれば、被相続人の兄弟姉妹の
子は、被相続人を代襲相続するものとされて
いる。そして、被相続人の兄弟姉妹の子が代
襲相続するためには、①相続開始以前に相続
人（兄弟姉妹）が死亡するか、又は相続権を
失っていることのほか、代襲相続人に求めら
れることとして、②相続開始時に存在してい
ること、③被代襲者の子であること、④被相
続人との関係で欠格者でないことが必要とさ
れている。原告らはこれらの要件は充足して
いるが、民法889条2項は、兄弟姉妹の子
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（出典：金融庁公表資料に基づき作成）
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※　内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている（金商法194条の7）。
※　内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている（金商法194条の7）
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【図1】海外金融機関からの預金利子等の申告漏れが発覚した調査事例
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【図表】我が国と諸外国の相続・贈与に関する税制の比較
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❶
顧問税理士（被告）は、修正申告を
怠った点に債務不履行あり。過少申
告加算税相当額を損害賠償請求。

❷
過少申告加算税63万円、延滞
税27万円に相当する90万円の
賠償命令。
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原告が審査請求などを行うなかで支出した弁護士・税理士費用について損害賠償を請求。
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▶ローカル企業の財務報告を集計する「ボトムアップ」により作成すべきか、あるいはグループ全体の
連結損益を国別に配分する「トップダウン」により作成すべきか。
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⇒　情報を共有する国の範囲は、多国籍企業のグループ企業が所在する国となり、守秘は各国の国
内法により担保される。

（b）親会社が自国の税務当局へ提出し、税務当局間で租税条約等に基づく情報交換により共有する方法
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❷
譲り受けた価額は時価（4億9,380
万円）と比べ著しく低額。滞納国税に
つき第二次納税義務の納付告知。

国税局からの指摘内容には相応の合理性があったため、これに対して被告法人が源泉所得税等の
納付に応じる判断をしたことは原告に対する不法行為になるものではない。源泉所得税の納付に
ついて被告法人が異議を述べその結果を是正するべき信義側上の義務が発生する余地はない。
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→原告の被告法人に対する賠償請求を棄却（原告敗訴）

　本件物件25戸を一括譲渡する場合には、国税当局が主張する各戸の時価を単純に合計した価
格（4億9,380万円）ではなく、売れ残りリスクなどを勘案した市場性減価（15％）を控除した額で
ある4億1,937万円が本件物件の時価である。
　本件物件の譲渡価格2億8,120万円を時価4億1,937万円と比較すると、約3分の2（67％）
となるため、基本通達にいう「おおむね2分の1」の要件を満たさない。裁判所

→第二次納税義務の納付告知処分を全部取消し（納税者勝訴）
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❶
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（出典：中小企業庁の資料に基づき作成）

【図1】海外金融機関からの預金利子等の申告漏れが発覚した調査事例
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現物出資による譲渡所得の
申告漏れに追徴課税。国外
財産調書の提出も指導※。

※　中国非居住者企業である原告法人は、中国国内源泉所得である中国法人出資持分譲渡により生じた所得について中国企業所得税の
納付義務があった。また、中国法人（出資持分譲渡対象会社）は、税務当局に対し課税に関する協力義務を負っていた。
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先代事業者

特定事業用資産

先代事業者からの贈与等以後、
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税務署の指導のもと、
買換資産を平成21年4
月30日付けで取得した
ものとした修正申告書
を提出。過少申告加算
税等500万円が発生。

当初の取得期限
平成21年4月30日
延長後の取得期限

平成22年4月28日平成21年
7月23日 修正申告書を提出

：実施期間終了前に計画変更申請（取得設備の追加）をし、認定が実施期間終了後になる場合は当該計画変更時
　　　　 に実施期間も延長することが必要。

ケース2：実施期間終了前に取得した設備については、実施期間終了後に変更申請ができないため、新規申請（設備取得
　から60日以内）があらためて必要（ケース2）。
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【図表1】取得価額のステップアップによる二重課税調整
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（ステップアップ）
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【図】本件課税部分の面積の算定
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①贈与税と遺産税は統合されており、
②一生涯の累積贈与額と相続財産額に対して一体的に課税

一生涯の生前贈与と
相続で税負担は一定

⇒資産移転の時期に
　中立的

①贈与税と相続税は統合されており、
②一定期間（独10年、仏15年）の累積贈与額と相続財産額に対して一体的に課税

一定期間の生前贈与と
相続で税負担は一定

⇒資産移転の時期に
　中立的

①贈与税と相続税は別体系であり、
②相続前3年間の贈与のみ相続財産額に加算して相続税を課税

①贈与税と相続税は別体系であるが、
②選択後の累積贈与額と相続財産額に対して一体的に課税

【暦年課税】
生前贈与と相続では
税負担が大きく異なる

⇒資産移転の時期に
　中立的でない

【相続時精算課税】
選択後は生前贈与と
相続で税負担は一定

⇒資産移転の時期に
　中立的

※　過去贈与分に対応する税額（納
付済みの実額）は、遺産税額から控
除（控除不足額は還付）

選
択
制

暦
年
課
税

精
算
課
税

※　過去贈与分に対応する税額（過去
の累積贈与額に現行税率表を適用
した想定税額）は、相続税額から控除
（控除不足額は還付しない）

※1　死亡前3年間の贈与分に
対応する税額（納付済みの実
額）は、相続税額から控除（控
除不足額は還付しない）

※2　選択後の累積贈与分に
対応する税額（納付済みの
実額）は、相続税額から控除
（控除不足額は還付）

生涯にわたる贈与※

一定期間内の贈与※

相続

遺産

相続
財産

○　 　 に遺産税（相続税）を
　一体的に課税

○　 　 に相続税を一体的に課税

○　 　 に相続税を課税

○　 　 に相続税を
　一体的に課税

・・・

相続

・・・

相続
財産

相続

・・・

相続
財産

相続

・・・

それ以前の贈与

（出典：財務省）

それ以前の贈与
（暦年単位で課税）

選択前の贈与
（暦年単位で課税）

死亡前3年以内
の贈与※1

精算課税選択後
の贈与※2

□ 申告所得税及び復興特別所得税の重加算税の取扱いについて（事務運営指針）
　 第1の1　 　□（1） □（2）① □（2）② □（2）③ □（3） □（4） □（5） □（6） □（7） □（8）
□ 消費税及び地方消費税の更正等及び加算税の取扱いについて（事務運営指針）
　 Ⅳ重加算税  □2  □3イ  □3ロ  □3ハ  □3ニ  □3ホ
□ 最高裁平成7年4月28日第二小法廷判決（特段の行動）
□ 平成23年4月19日裁決（消費税連年無申告）
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　）

重 加 算 税 賦 課 判 定 表

納 税 者 名 等
署（　　　　　）

業　種 青 白 □青　□白

適 用 条 文 、
事務運営指針等
（課 税 要 件）

□  国税通則法  □第68条第1項（過 少 重 加） 【□所（　～　）□消（　～　）□一般 □簡易】
　　　　　　   □第68条第2項（無申告重加） 【□所（　～　）□消（　～　）□一般 □簡易】
　　　　　　   □第70条第5項（6・7年前遡及）【□所（　～　）□消（　～　）□一般 □簡易】

隠蔽又は仮装の事実（認定事実） 証拠書類等

審理専門官の意見

【行為者】□納税者　□納税者以外（　　　　　）

【図表1】

△ B（養親）

A
（養子）

（平成14年死亡）

被相続人
（実子）

（平成31年死亡）

X1
（原告）

X2
（原告）

（出典：最高裁資料に基づき作成）

養子縁組
（平成13年）

被相続人の兄弟姉妹の子、
傍系卑属でも代襲相続は可能か

　被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合において、その兄弟姉妹が相続開始以前に死亡し
たとき、被相続人の傍系卑属であっても代襲相続人となることができるか否かが争われた事件
で、最高裁判所（渡辺惠理子裁判長）は10月1日、弁論を開いた。原審の東京高裁では、民
法889条2項において準用する同法887条2項ただし書により、被相続人の傍系卑属であれ
ば代襲相続人となることができるとの判断を示しているが、その判断が覆る可能性がでてきた。

被相続人の兄弟姉妹の子、
傍系卑属でも代襲相続は可能か

最高裁が弁論、民法887条2項ただし書の解釈が争点

ただし書では「被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない」
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